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平成３１年度 小高区に関する主な予定事業 

【地域振興課】 

① 小高区花のまちづくり推進事業  【拡充】 

≪予算額 １,５６０千円≫ 

 小高区の各行政区の景観美化活動を通したコミュニティ形成を推進す

るとともに、地域の空間に癒しと安らぎを創出するため、花苗を配付し、

花いっぱいのまちづくりを推進する。 

 ○希望する行政区へ花苗等を無償配布する。 

 ※Ｈ３０年度まで実施してきた「小高区まちなか花いっぱい事業」を、

全行政区に対象を広げ、実施する。 

 

② 集会施設整備事業補助金  【継続】 
≪予算額 １６,０６２千円≫ 

 集会所の新築・改修や外構整備工事及び備品の整備を行う行政区に補助

金を交付する。 
 〇川房行政区   公会堂改修工事（屋根・内装・給排水改修工事） 
 〇川房行政区   外構整備工事（植栽・舗装工事） 
 〇北鳩原行政区  外構整備工事（舗装工事） 
 ・補助対象メニュー 
項目 内容 補助率 

通常 新築・増築・改築・改修 
９／１０ 
上限1,100万

円 

震災 新築・増築・改築・改修 

９／１０ 

上限1,500万

円 

外構 

整備 

外構整備（舗装、側溝、門、フェンスなど） 
 ※合計で10万円以上の外構整備の場合 
 ※年度内１回だけ利用可能 

９／１０ 

上限100万円 

備品 
備品（椅子、机、エアコン、物置など） 
 ※年度内に合計10万円以上の備品購入の場合 
 ※年度内１回だけ利用可能 

９／１０ 
上限50万円 

※上記補助率は平成３２年度まで 

 

 

 

 

資料３ 
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③ 地域の絆づくり支援事業補助金  【継続】 

≪予算額 ２,５００千円≫ 

 地域コミュニティの活性化によって地域の絆を再生するため、住民自ら

が絆づくりを行う事業に対し、補助金を交付する。 

 ※補助金交付 

事業名 補助率 補助上限 回数 

コミュニティ

再生事業 

補助対象経費

の 10／10以

内 

10万円（50世帯未満） 

15万円（50から199世帯） 

20万円（200世帯以上） 

1団体 

1年間1回 

 

④ 高校生による小高区での実践事業  【継続】 

≪予算額 １,５９１千円≫ 

 小高区の復興・再生を若者と促進するため、地域住民との協働により高

校生が企画した事業を実施する。 

○地域住民と一緒に季節ごとのイベントを企画・開催 

（各季節に１回、計４回） 

○小高区の復興情報サイト作成 

○小高区の復興情報パンフレット作成 

 

⑤ 小高区部門別座談会事業  【拡充】 
≪予算額 ６４０千円≫ 

 小高区における農業、商業、教育、地域コミュニティ等の課題や要望を

聞き取り、共通する課題の解決策の検討など、今後の行政展開の参考とす

るため部門別座談会（意見交換会）を実施する。 
 ・予定部門数 ５部門 
 

⑥ 桃内駅前広場公衆トイレ整備事業  【継続】 

≪予算額 １９,６２３千円≫ 

 桃内駅周辺の公衆衛生の改善を図るとともに、周辺住民、駅利用者等の

利便性向上を図るため、桃内駅前広場に公衆トイレを整備する。 

 ・整備概要 男女別トイレの整備 

       構造：木造平屋建て 面積：８．２８㎡ 

 ・供用開始 平成３１年（２０１９）年１１月予定 
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⑦ 小高区街なか賑わい創出事業（小高区復興拠点） 【継続】 
≪予算額 ４１,８９３千円≫ 

多世代が地域内外の交流を広げ、地域の活性化と賑わいの創出を図り、

地域コミュニティの再構築、本市の復興・再生を実現するため、小高区復

興拠点施設（小高交流センター）の管理運営を行う。 
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【市民福祉課】 

① 旧避難指示区域見守りパトロール事業  【縮小】 
≪予算額 ７４,４５０千円≫ 

帰還した市民の安全・安心の確保と避難した市民の帰還促進に向けて、

盗難の未然防止や火災の初期発見等を行うため、青色回転灯を装備した自

動車による自主防犯パトロールを実施する。 
事業内容 

  パトロール実施団体  南相馬市見守りパトロール隊 
  パトロールの実施方法 市内の旧避難指示区域４方部（小高区中部・小高

区西部・小高区東部・原町区南部）を夕方から翌

朝まで２交替制で実施 

 
 

② 旧避難指示区域安心通報システム事業  【継続】 
≪予算額 １３,７０３千円≫ 

帰還した市民の安全・安心の確保と避難した市民の帰還促進に向けて、

犯罪や災害・急病等の緊急時に対応する迅速かつ的確な救援体制を整備す

るため、旧避難指示区域内の希望する世帯に対し、安心通報装置を貸与す

る。 
事業内容 

  利用想定世帯 ４９６世帯 
         （既存設置４００世帯、平成３１年度新規設置９６世帯） 
   安心通報装置一式（本体、遠隔通報ボタン、フラッシュライト）の貸与 
   受信センターにおける２４時間３６５日体制の監視 
   緊急通報時の現場出動、警察・消防等への連絡通報 
 

③ 高齢者賀寿事業（小高区）  【新規】 
≪予算額 ９１１千円≫ 

 高齢者の長寿を祝うとともに、多年にわたり社会の発展に寄与されたこ

とに感謝し、多くの市民が高齢者の福祉についての関心と理解を深め、か

つ高齢者自らの生活向上に努める意欲を高めるため、敬老会を開催する。 

  旧 新 

変更点 

パトロールの実施

方法 
２４時間３交替制 夕方から翌朝まで２交替制 

パトロール車輌 ４台 ３台 
パトロール隊員数 ４２人 ２８人 
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 事業内容 
   敬老会   対象者 約２，２００人（７５歳以上） 

         会 場 浮舟文化会館 

 

④ 共同墓地災害復旧事業補助金（小高区）  【新規】 
≪予算額 ３４０千円≫ 

 自然災害により被災した共同墓地の災害復旧事業に要する経費に対し、

補助金を交付する。 

 事業内容 
   補助対象  共同墓地の土地区画形状の原状回復に要する経費 

         共同で使用する施設又は設備の復旧に要する経費 

   補助率   補助対象経費の７／１０以内、補助限度額２，０００千円 

   実施場所  福岡字根柄共同墓地 

         （平成３０年１０月１日台風２４号の強風により被災） 

 

⑤ ごみ集積所整備助成事業  【継続＋拡充（平成３２年度まで）】 
≪予算額 １,０５０千円≫ 

 ごみ集積所及びその周辺の美化を促進し、生活環境の保全と市民の環境

美化に対する意識の高揚を図るため、ごみ集積所の整備に係る経費を助成

する。 

 事業内容 
項目 内容 

交付対象 

ごみ集積所に施設を整備した団体（行政区、隣組等） 

※対象外 

  ① 同一のごみ集積所において、５年以内に報奨金等

の交付を受けている団体 

  ② 同一の施設において、この報奨金以外の報奨金等

を受けている団体 

  ③ ごみ集積所の用地を借り受けている団体で、土地

の所有者又は管理者の承諾を得られない団体 

  ④ アパート・マンション等の住人のみで利用するた

めに施設を設置した場合 

対象施設 
ごみ集積所を清潔に保つために整備した集積小屋、集積

容器等 

報奨金額 

 施設の設置又は改修に要した費用の１０分の９ 

 集積所１箇所につき限度額１５万円（千円未満切捨） 

 ※要綱本則では、費用の２分の１、限度額６万円 
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⑥ みんなで草刈ポイント事業  【拡充】 
≪予算額 １,０１０千円≫ 

 地域住民の自発的な生活環境の維持・改善意欲の増進を図るため、草刈

りを実施した行政区等の団体に対し、実績に応じたポイントを付与する。 

 事業内容 
   事業主体 旧避難指示区域の行政区等の団体 

   実施内容 草刈り１回当たり１人時間分の賃金及び機械損料を報奨金と

して支給 

        報奨金は、ポイントを金額換算し、草刈機の消耗品等を購入

できる商品券として交付 

 

⑦ 防犯カメラ設置事業（旧避指示区域内）  【継続】 
≪予算額 ４,３３２千円：生活環境課≫ 

 旧避難指示区域内の防犯体制を継続するとともに、地域における安全・

安心のさらなる向上を図るため、防犯カメラによる撮影・記録を行う。 

 事業内容 
   防犯カメラシステム設備保守管理業務委託 

    設置箇所 １９か所（小高区１６か所、原町区３か所） 

 

⑧ 食品等放射能簡易分析事業  【継続】 
≪予算額 ３５,９４２千円：生活環境課≫ 

 食に対する安全安心を確保するため、各生涯学習センター等に食品等放

射能簡易分析装置を配置し、自家消費野菜等の検査を行う。 

 事業内容 
   配置場所 ９か所（各生涯学習センター及び小高区役所） 

   配置台数 ２１台 

   対象品目 自家消費野菜等（一般流通ルート上に無いもの） 

 

⑨ 飲用井戸水核種濃度及び水質測定事業  【継続】 
≪予算額 ２６,１６０千円：生活環境課≫ 

 生活に不可欠な井戸水の水質に対する不安を軽減するため、飲用井戸水

の核種濃度及び水質検査を実施し、その結果を公表する。 

 事業内容 
   放射性核種測定（ヨウ素、セシウム１３４・１３７）１，０００世帯 

   水質測定（１４項目）１，０００世帯 
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⑩ 有害鳥獣焼却処理事業  【新規】 
≪予算額 ３２,０２８千円：生活環境課≫ 

原子力災害により増加した有害鳥獣を安全かつ適正に処理するため、焼

却処理を行う。 
 事業内容 

   有害鳥獣の焼却処理（運転・維持管理業務委託） 

   年間焼却予定数 １，５００頭 

   対象有害鳥獣 ニホンザル、イノシシ、アライグマ、ハクビシン、 

           タヌキ 

 

⑪ 生ごみ処理容器設置報奨金  【中止】  
≪小高区市民福祉課≫ 

家庭から出る生ごみを堆肥化することで有効利用を図るとともに、ごみ

の量を減らすことができることから、生ごみ処理容器を購入・設置した者

に対し、報奨金を交付する。 
 事業内容 

区分 電気式生ごみ処理機 生ごみコンポスト化容器 

報奨金 

購入価格の２分の１ 

（限度額３０，０００円） 

※１００円未満切捨て 

購入価格の２分の１ 

（限度額３，０００円） 

※１００円未満切捨て 

対象基数 

１世帯当たり 

５年以内に１基まで 

（購入金額２，０００以上） 

１世帯当たり 

５年以内に２基まで 

（購入金額２，０００以上） 

 

⑫ 居住再開支援住宅清掃事業補助金  【廃止】  
≪生活環境課≫ 

原子力災害により長期間の避難を余儀なくされたことで、住まいの管理

が出来ず、汚損等の被害を受けた旧避難指示区域内の住宅の再生を図るた

め、市が指定する清掃業者等による屋内の清掃を実施する世帯に対し、補

助金を交付する。 
 事業内容 
   ・補助上限額 １８万円 
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【産業建設課】 

① 有害鳥獣被害防止総合対策事業補助金   【継続】 
≪予算額 １,０４６千円≫ 

 鳥獣による農作物の被害防止対策として、防護柵設置に対する補助金の

交付を行う。（並行して有害鳥獣の捕獲等を主とする緊急対策事業あり） 

○防護柵設置事業（電気柵） 

  補助率  農業者組織等（３戸以上） 1/2以内（上限30万円） 

      農業者   （個人）   1/3以内（上限 5万円） 

※次の場合は無償貸与になります。 

・防護対象が「販売目的で作った農作物」であること。 

 ○狩猟免許取得支援事業   定額 

 ○地域活動支援事業     定額 

 ○狩猟免許更新支援事業   定額 

 ○捕獲活動技術向上支援事業 定額 

 

② 鳥獣被害防止緊急対策事業   【継続】 
≪予算額 ９,５６９千円≫ 

 原子力発電所事故の影響により、農産物生産の断念を余儀なくされた旧

避難指示区域における鳥獣被害を防止するため、有害鳥獣の捕獲等を実施

し営農再開の推進を図る。 

 ・有害鳥獣捕獲隊の編成 

 ・有害鳥獣捕獲報奨金 

 

【お願い】 

有害鳥獣の捕獲については、捕獲隊の見回りや見守りパトロール隊及び市民

からの目撃情報をもとに、わなを的確な場所に設置して捕獲に努めています。

設置場所の選定は市有地以外の農地・山林など民有地が対象となる場合があり、

かつ、わな以外にも事故防止のために注意看板をわなの周辺に立てる必要があ

ります。農作物を守るため、捕獲活動へのご理解とご協力をお願いします。 
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③ 営農再開支援農地保全管理事業補助金  【継続】 

≪予算額 ４９９,２５２千円≫ 

 東日本大震災により被災した農地の保全管理作業を実施する農業者団

体に対し、補助金を交付する。 

事業内容 

  旧避難指示区域内の農地保全管理作業への補助 

   津波被災農地    396.9ha 

   津波被災以外農地 1,642.3ha 

 

④ 農村地域復興再生基盤総合整備事業負担金（小高区）  【新規】 

≪予算額 ３９,８９０千円≫ 

 農業用水確保の要である大柿ダム関連施設（請戸川水系）の適正な維持

管理に必要な水管理システムを整備する農村地域復興再生基盤総合整備

事業に対し、市負担金を拠出する。 

 事業内容 

  県営事業の負担金 

   農村地域復興再生基盤総合整備事業（復興再生基盤総合整備事業） 

請戸川地区 

    ・計画総事業費 950,000千円 

    ・計画事業期間 Ｈ31～Ｈ32 

    ・補助率    国50％、県25％、３市町25％ 

（うち南相馬市の負担割合39.89％） 

    ・整備内容   大柿ダム関連施設における水管理システムの導入 

 

⑤ 農山村地域復興基盤総合整備事業負担金   【継続】 
≪予算額 ２９９,２１７千円：農林整備課≫ 

 農村地域の再生加速化のため、農業生産基盤の整備を行う県営復興基盤

総合整備事業に対し、市負担金を拠出する。 

・飯崎地区   区画整理工A=30.0ha、実施設計 

   【負担率】 国75.0％  県15.00％  市10.00％ 

・小高東部地区 区画整理工A=24.2ha 実施設計 

・片草地区   区画整理工A=5.0ha 実施設計 

・岡田地区   区画整理工A=5.0ha 実施設計 

   【負担率】 国75.0％  県13.75％  市11.25％ 
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⑥ 農道等除草管理事業   【継続】 

≪予算額 ２７,９２２千円≫ 

 旧避難指示区域内の早期帰還に向けた環境整備として南相馬市管理の

農道等の草刈りを実施し、機能回復を図る。 

 ・農道      Ｎ＝165路線 

 ・農業用用水施設 Ｎ＝178箇所 

 

⑦ 林道除草管理事業   【継続】 
≪予算額 １,８７３千円≫ 

 旧避難指示区域内の早期帰還に向けた環境整備として南相馬市管理の

道路の草刈りを実施し、機能回復を図る。 

 ・林道 Ｎ＝3路線（天梅線、小高畦原線、片草行徳線） 

 

⑧ 営農再開支援水利施設等保全事業（施設改修）  【継続】 
≪予算額 ２５６,９２７千円≫ 

 営農再開を促進するため、農業用施設（水路、頭首工、サイフォン、た

め池等）を改修する。 

【事業内容】 

 工事（平成３０年度～３１年度施工分） 

  水路修繕（大井用水路）工事 Ｌ＝１，８０９ｍ 

  水路修繕（宮下用水路）工事 Ｌ＝２，２００ｍ 

  水路修繕（西内排水路）工事 Ｌ＝５４９ｍ 

  頭首工修繕（大井頭首工）工事 Ｎ＝１箇所 

  頭首工修繕（宮下頭首工）工事 Ｎ＝１箇所 

  サイフォン修繕（宮田川サイフォン）工事 Ｎ＝１箇所 

  ゲート修繕（立体橋北堰）工事 Ｎ＝１箇所 

  ゲート修繕（沼田堰）工事 Ｎ＝１箇所 

  取水設備修繕（長神前ため池）工事 Ｎ＝１箇所 

工事（平成３１年度～３２年度施工分） 

  頭首工修繕（吉名頭首工）工事 Ｎ＝１箇所 

  水路修繕（吉名用水路）工事 Ｌ＝３，５４０ｍ 

  水路修繕（川久保排水路）工事 Ｌ＝７４ｍ 

  水路修繕（犬塚排水路）工事 Ｌ＝１２ｍ 

  取水設備修繕（京ノ迫ため池）工事 Ｎ＝１箇所 
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【予算計上】 

 平成３０～３２年度継続費設定 

  全体事業費   ５１３，８５４千円 

  平成３０年度割 １８４，０１４千円 

  平成３１年度割 ２５６，９２７千円 

平成３２年度割  ７２，９１３千円 

 

 

⑨ 農地防災事業   【継続】※事業名を変更 

≪予算額 ９５,６１４千円≫ 

原子力災害により被災した農山村地域の農業再生の加速化のため、農

地・農業用施設等の生産基盤の総合的な整備を実施する。 

【事業内容】 

小高区川房～金谷地区の小高江用水路の改修に必要な用地測量調査及び実施

設計業務を行う。 

 用地測量調査及び実施（小高江用水路）業務 Ｌ＝３．６４ｋｍ 

【事業スケジュール】 

平成２９～３０年度 測量・地質調査・基本設計 

平成３１年度    用地測量調査及び実施設計 

平成３２年度～   用地補償、工事 

 

⑩ 農業基盤整備促進事業   【新規】 
≪予算額 １０７,５８３千円≫ 

原子力災害により被災した農山村地域の農業再生の加速化のため、農

地・農業用施設等の生産基盤の総合的な整備を実施する。 

【事業内容】 

小高区耳谷地区の耳谷用水路の改修工事を行う。 

 水路改修（耳谷用水路）工事 Ｌ＝９６８ｍ 

 用地補償 １式 

【予算計上】 

 平成３１～３２年度継続費設定 

  全体事業費   ２１１，７７１千円 

  平成３１年度割 １０７，５８３千円 

  平成３２年度割 １０４，１８８千円 
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 ⑪ 過年発生公共災害復旧事業（農地農業用施設）  【継続】 

≪予算額 ５２,２００千円≫ 

東日本大震災により被災した農地・農業用施設の復旧を行う。 

【事業内容】 

委託 

 計画変更承認申請図書作成（小谷津地区外）業務委託 Ｎ＝４箇所 

工事 

 農業用施設災害復旧（小谷津地区）工事 Ｌ＝３８．５ｍ（ため池） 

 農業用施設災害復旧（八重迫地区）工事 Ｌ＝１６．９ｍ（ため池） 

 農業用施設災害復旧（金谷迫地区）工事 Ｌ＝２０．５ｍ（ため池） 

 農業用施設災害復旧（上山畑地区）工事 Ｌ＝３６．０ｍ（ため池） 

 災害復旧工事用仮設道路（小谷津地区外）工事 Ｎ＝４箇所 

 

⑫ 過年発生公共災害復旧事業（大井北外４地区）  【継続】 

≪予算額 １,５０６,０００千円≫ 

東日本大震災により被災した農地・農業用施設の復旧を行う。 

【事業内容】 

工事 

 農地農業用施設災害復旧（大井北地区）工事  Ａ＝１０．４０ｈａ 

 農地農業用施設災害復旧（大井南地区）工事  Ａ＝２７．６３ｈａ 

 農地農業用施設災害復旧（塚原西地区）工事  Ａ＝３５．１５ｈａ 

 農地農業用施設災害復旧（塚原中央地区）工事 Ａ＝３２．５２ｈａ 

 農地農業用施設災害復旧（桃内北地区）工事  Ａ＝４４．６７ｈａ 

【予算計上】 

 平成３１～３４年度継続費設定 

  全体事業費   ３，０１０，５２４千円 

  平成３１年度割 １，５０６，０００千円 

  平成３２年度割   ６０２，０００千円 

平成３３年度割   ６０２，０００千円 

平成３４年度割   ３００，５２４千円 
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⑬ 小高区商業施設運営費補助金   【継続】 
≪予算額 ３,８０７千円≫ 

 小高区において、商業機能の回復及びコミュニティの再生を図り、また

避難している住民の帰還を促すことを目的として設置する公設商業施設

の運営に対し、補助金を交付する。 

【事業内容】 

 事業主体 小高区商業施設指定管理者 

 対象経費 電気料 

 補助率  10/10 

 

⑭ 旧避難指示区域内店舗営業支援事業  【新規】 
≪予算額 ３１,８０２千円≫ 

 旧避難指示区域内の復興を推進するため、日常生活に必要となるサービ

スを提供する事業者に対し、運営経費の一部を補助する。 

【事業内容】 

 事業主体 旧避難指示区域内で日常生活に必要となるサービスを提供する事

業者 

 対象経費 運営経費（光熱水費（車両燃料代を除く。）、廃棄物処理費） 

 補助率  １/２ 

 上限額  ５００万円 

 

⑮ 平成３１年度の祭り及びイベント開催日程（案）  

 

・浮舟まつり 

   ４月１４日(日)   場所：小高区復興拠点施設 

             屋台、投げ餅、大悲山大蛇踊り等 

・相馬野馬追祭 

   ７月２６日(金)   墓前祭   同慶寺 

     ２７日(土)   出陣式   小高神社 

             宵乗り行列 小高駅前通り 

     ２８日(日)   本祭り   雲雀ヶ原祭場地 

 帰り馬行列 小高駅前通り 

             火の祭   前川堤防周辺 

     ２９日(月)   野馬懸   小高神社 

 ・夏まつり    

８月１２日（月・祝）場所：浮舟文化会館等 

盆踊り、屋台、お笑いショー、投げ餅等 
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 ・月あかりコンサート 

   １０月５日(土)予定 場所：未定 

 ・文化祭(秋祭り) 

   １０月１９日(土)・２０(日)予定 

             場所：小高駅前通り・浮舟文化会館 

屋台、作品展示、投げ餅、ステージショー等 

 ・イルミネーション 

   １１月１６日(土)点灯式 ～平成３２年１月１３日(月・祝) 

             場所：浮舟ふれあい広場を中心に駅前通り、 

             小高区個人宅、小高小学校校舎 

 
⑯ 社会資本整備総合交付金（道路維持）  【継続】 

≪予算額 ５２,０００千円：土木課≫ 

車両等の通行を円滑化するため、傷んだ舗装の修繕を行う。 

【事業内容】 

・大井村上線 舗装修繕 ６００ｍ 

 

⑰ 簡易舗装事業   【継続】 
≪予算額 ６４,５２８千円：土木課≫ 

 歩行者及び車両の安全な通行を確保するため、未舗装道路の簡易舗装工

事を行う。 

【事業内容】※小高区該当を抜粋 

・金場台・片草線（片草）  １００ｍ（継続） 

・飯崎一ノ関線  （角間沢） ２２０ｍ（継続） 

・木曽迫馬場前線 （神山）  ２００ｍ 

 
⑱ 防犯灯設置事業（小高区）  【継続】 

≪予算額 １,６４３千円≫ 

 夜間における歩行者の安全を確保するとともに、犯罪や事故の起こりに

くい生活環境を整備するため、防犯灯を設置する。 

【事業内容】 

・防犯灯設置 ２６基 

 
⑲ 社会資本整備総合交付金（橋梁維持）  【継続】 

≪予算額 ５１６,３２４千円：土木課≫ 

歩行者及び車両の安全な通行を確保するため、老朽化が著しい橋梁の維

持修繕を行う。 
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【事業内容】※小高区該当を抜粋 

 ・琵琶橋 外１橋（小高）  橋梁掛替工事 

 ・大井跨道橋（大井）    橋梁撤去工事 

 

⑳ やさしいみちづくり事業（小高区）  【継続】 
≪予算額 ２,１００千円≫ 

 歩行者及び車両の安全な通行を確保するため、道路区画線の修繕を行う。 

【事業内容】 

 ・道路区画線設置工事（区内一円） ４，２００ｍ 

 

㉑ 小高スマートインターチェンジ整備事業   【継続】 
≪予算額 ６９７千円：土木課≫ 

市民の帰還促進、企業誘致、交流人口の拡大及び緊急時の避難経路の確

保を図るため、小高スマートインターチェンジを整備する。 

【事業内容】 

 ・新規事業化、早期整備のための要望活動 

 

㉒ 帰還再生加速市道除草事業   【継続】 
≪予算額 ６６,６１６千円：土木課≫ 

旧避難指示区域内の生活環境整備の一環として南相馬市管理の道路等

の草刈りを行う。 

【事業内容】 

 草刈り作業（２回／年） 

  ・小高区内市道  ６８路線   ８１，５７０．５ｍ 

 ・原町区20㎞圏内 ２５路線    ４３，７００ｍ 

 

㉓ 帰還再生加速市道除草事業（小高区）※市民参加型   【継続】 
≪予算額 ３,４０３千円≫ 

主体的な市民活動を促進するとともに、快適で暮らしやすい生活環境を

整備するため、行政区が実施する道路除草作業に対し支援を行う。 

【事業内容】 

 市道の除草（１回～２回／年） 

  ・対 象 ２３行政区 
  （内 訳） 
    実施希望（アンケートによる） ２０行政区 
    追加希望枠           ３行政区 
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㉔ 都市公園生活環境整備事業（小高区）  【継続】 
≪予算額 ９,５１４千円≫ 

原子力災害による避難指示に伴い、機能が低下した公園施設を回復させ

るため、修繕工事を行う。 

【事業内容】 

 ・大悲山大蛇物語公園遊歩道修繕工事 ８．１ｍ 

 


